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はじめに 

本稿は、これまでのエア・パワー研究を概観するとともに、今日のエア・

パワーの実相と研究との乖離（gap）を特定し、今後のエア・パワー研究の論

点や方向性の示唆を得ることを目的とするものである。後に詳しく述べると

おり、第一次世界大戦の戦場における航空機の出現の後、エア・パワー理論

は戦間期にその萌芽が見られ、今日まで航空戦力の用法や空軍のあり方を規

定してきた。そして、今やランド・パワー、シー・パワーと並ぶパワーとし

て、国家目標達成の中心的な手段であり続けた。 

 航空自衛隊は、1954 年の創設以来、専守防衛という国是の下、防空を主体

としたエア・パワーを整備してきた1。そして、石津朋之は世界のエア・パワ

ーを整理し、日本の防衛政策に取り込むことは重要である一方、戦後日本の

エア・パワーを理解し、その上で、日本独自の土着のエア・パワー戦略を構

築することもまた重要であるとたびたび主張している2。 

 これまでのエア・パワーにまつわる議論は、戦略爆撃や対地攻撃といった

攻勢主義的な文脈においてその有用性が語られてきた3。他方で、2022 年 2

月に開始されたロシアによるウクライナ侵略においては、攻勢主義的なエア・

パワーを持つロシアが開戦へき頭、航空優勢を獲得し、首都キーウに対する

戦略爆撃や航空機からの対地攻撃といった陸空協同作戦により早晩、ウクラ

イナが降伏すると予想されていた。しかし、現実はそうなっていない。これ

は、攻勢主義的なエア・パワーに対する挑戦とも言えよう。また、2020 年の

ナゴルノ・カラバフ紛争においては、無人機（UAV: Unmanned Aerial 

Vehicle）が活躍し、戦果に大きな影響を与えたと言われているほか4、、ロシ

アによるウクライナ侵略においても、ロシア、ウクライナの両軍が UAV に
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加えて、小型のドローンを活用し、エア・パワーにおける新たなプレイヤー

としての UAV、ドローンが注目を集めている5。 

 折しも 2022 年 12 月に、「国家安全保障戦略」、「国家防衛戦略」、「防衛力

整備計画」のいわゆる戦略 3 文書が、安全保障会議・閣議決定された6。そし

て、「国家防衛戦略」は、防衛力の抜本的な強化に当たっての 7 つの重視する

機能・能力に言及している7。特に、エア・パワーに着目すると、空発型スタ

ンド・オフ・ミサイル取得などによるスタンド・オフ防衛能力を活用した反

撃能力の保有や、比較的安価で、人的損耗リスクを局限しつつ、情報収集・

警戒監視のみならず、戦闘支援等の幅広い任務に効果的に活用することがで

きる無人アセット防衛能力といった新たな機能・能力が付加されることとな

っている。一方、宇宙領域の能力の獲得と強化により、航空自衛隊を航空宇

宙自衛隊とするとされており8、スペース・パワーの態勢（体制）整備に伴い、

第一次世界大戦以来、最先端とされてきたエア・パワーは、相対化されつつ

ある。このように我が国の防衛力整備が大転換を迎える中、石津が指摘する

「日本が目指すべきエア・パワー戦略はどうあるべきか」ということについ

て、改めて議論することは、時代の要請である。そのためには、まずこれま

でのエア・パワー理論やその研究がどのような経過を経て発展し、昨今の情

勢を踏まえ、どのような挑戦を受けているのかを明らかにする必要がある。 

 そこで、まずはこれまでのエア・パワー研究に焦点を当て、「今日まで、エ

ア・パワー理論はどのように論じられてきたか」といった点を明らかにする。

次に、今日の安全保障環境や技術動向、現実世界におけるエア・パワーの実

相を踏まえ、今後のエア・パワー研究の論点や方向性を明らかにしていく。 

 

１ エア・パワーにまつわるこれまでの議論 

 エア・パワーにまつわる議論は、今日に至るまで戦略爆撃のみによって相

手国の戦争遂行意思や能力を破砕し、戦争を終結させることができるという

「エア・パワー絶対主義」と、戦略爆撃の有用性は認めつつも、対地攻撃や

対艦攻撃による陸海作戦の支援も不可欠であるとする「エア・パワー相対主

義」の 2 つの潮流を主流とし、「エア・パワーの用法はどちらであるべきか」

といった二元論的に展開されてきたと考えられる。以下、2 次文献を参考に

詳しくみていく9。 

戦場における空領域の活用は、古くは 18 世紀にはじまり、第一次世界大

戦において本格的に見られるようになった10。当初、熱気球や飛行船を含む
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航空機は相手の軍の捜索・偵察や砲兵の正確な射撃のための観測に使用され

た。やがて、空から何らかの爆発物やそれに類するものを相手の軍隊に投射

する爆撃も行われるようになった。そして、20 世紀初頭に飛行機が登場する

と、いわゆる偵察機や爆撃機の行動を阻害するために、戦闘機が開発され、

相互に空領域の利用を担保するため、戦闘機同士の戦い、すなわち空中戦が

繰り広げられるようになった。しかし、こうした空領域の活用は、主に斥候

や前進観測者（FO: Forward Observer）11、砲兵の延長線上にしかなく、陸

領域における戦闘の支援に限られていた。もちろん第一次世界大戦中に、都

市を標的とした爆撃が行われたが、戦争や戦いの趨勢を決定するとまでは考

えられていなかった。 

 ところが戦間期になると、エア・パワーのみで戦争に勝利することができ

ると主張する「エア・パワー絶対主義」の理論家たちが登場した。彼らは、

相手国の民間人や、その生活を支え、経済力の源となる産業・商業基盤に対

してエア・パワーを行使する戦略爆撃により、間接的に相手国の戦争遂行能

力や意思を破壊することを提唱した。イタリアのジウリオ・ドゥーエ（Gullio 

Douhet）を筆頭に、英国のヒュー・トレンチャード（Hugh Trenchard）、ジ

ョン・スレッサー（John Slessor）、アーサー・「ボマー」・ハリス（Arthur 

“Bomber” Harris）、ロシアのアレキサンダー・セバースキー（Alexander P. 

Seversky）らである。彼らは爆撃すべき目標や勝利を導くためのメカニズム

さえ異なるものの、一様に戦略爆撃を支持した12。他方、米国のウィリアム・

「ビリー」・ミッチェル（William “Billy” Mitchell）は、戦略爆撃の有用性を

認めつつも、対地攻撃、対艦攻撃による陸海作戦の支援もまた重要であると

論じた13。また、「エア・パワー相対主義」の考え方に関して言えば、ドイツ

のヴァルター・ヴェーファー（Walther Wever）が、エア・パワー単独で戦

争に勝利することはできず、航空撃滅戦による制空権の確保と相手の地上軍

の撃破のためのエア・パワーを強調し、バランスのとれた空軍の創設を主張

した14。こうして、戦間期、エア・パワーのみで戦争や戦いに勝利することが

できるとする立場と、戦争や戦いの趨勢を決定するのはあくまで陸海領域の

戦いであり、エア・パワーはその搦め手であるとする 2 つの立場が両立する

こととなる。しかし、この両者間で論争的な対話が行われたわけではなかっ

た15。 

 第二次世界大戦中、「エア・パワー絶対主義」の文脈において、戦略爆撃が

行われた。第二次世界大戦は「エア・パワー絶対主義」の実証の場となった



 

エア・アンド・スペース・パワー研究（第 13 号） 

３４ 

 

わけであるが、その後のエア・パワーの議論は停滞した16。核兵器の登場に

より、冷戦初期、その運搬手段である戦略爆撃機を運用する戦略空軍が創設

され、エア・パワーは核戦略の一翼を担うことになったためである17。しか

し、全面的な核戦争は双方を破滅させるため、核による戦略爆撃は戦争に勝

利するための手段としては葬られた。そのため、トーマス・シェリング

（Thomas C. Shelling）は、相手国の民間人や経済を通常戦力による爆撃の

目標としつつも、エスカレーション・コントロールの手段として、爆撃の烈

度を変化させることにより、自身の決意と選好を伝え、相手を強制させるべ

きだとした18。この主張は、相手国の戦争遂行意思に影響を与えるという点

では「エア・パワー絶対主義」が主張する戦略爆撃の一種と言えよう。 

そして 1980 年代になると、陸空協同を謳ったエア・ランド・バトル

（AirLand Battle）にみられるような「エア・パワー相対主義」が垣間見え

はしたものの、戦略空軍や戦略爆撃を主張する「エア・パワー絶対主義」と

の間で対話が行われることはなく、むしろ分断が進んだ19。そのころ、ジョ

ン・ボイド（John R. Boyd）は、高速意思決定により相手を受動的立場に追

い込むべきだとする OODA（Observe, Orient, Decision, Act）ループを提唱

した20。その後、ジョン・ワーデン（John A. Warden III）が、ボイドの考え

を前提に、相手を 5 環のシステムと捉え、システムの中心にある「重心」に

エア・パワーを行使することにより、戦略的麻痺をもたらし、死傷者をもた

らす地上戦を回避する考えを提唱した21。ワーデンの考えは、相手の軍隊そ

のものではなく、指導部や指揮中枢といった「重心」を攻撃し、相手の戦争

遂行能力を無力化するという点において「エア・パワー絶対主義」であった。

そして、ワーデンの主張は、湾岸戦争において実証されている。それを可能

にならしめたのは、精密誘導兵器やステルスなどの技術であった。また、デ

イヴィッド・デュプチュラ（David A. Deptula）は、相手のシステムを使用

不能にするような目標選定を主張した22。例えば、防空システムであれば、電

力を供給する発電所や変電所などである。このような冷戦後期から冷戦後に

かけての技術進歩は、エア・パワーに新たな思考様式をもたらし、「エア・パ

ワー絶対主義」は最盛期を迎えることとなる。 

しかし、冷戦後、「エア・パワー絶対主義」が主張する戦略爆撃の効用に疑

問が投げかけられた。そのさきがけとなったのがロバート・ぺイプ（Robert 

A. Pape）である。ぺイプは、戦略爆撃を「懲罰」、「リスク」、「拒否」、「斬首」

に分類した上で23、「懲罰」、「リスク」、「斬首」には効果がないと主張した24。
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そして、作戦レベルの「拒否」、すなわち航空阻止（AI: Air Interdiction）や

近接航空支援（CAS: Close Air Support）は有益であるとしながらも、戦略

爆撃による「拒否」は状況によって差が生じると主張した25。ぺイプの主張

は、「エア・パワー相対主義」に軸足を置きつつも、「エア・パワー絶対主義」

をも射程に含めており、ここで初めて「エア・パワー相対主義」と「エア・

パワー絶対主義」の対話が始まったと考えられる。そうした意味において、

ぺイプの研究は、エア・パワー研究の金字塔的研究とも言えよう。また、ベ

ンジャミン・ランベス（Benjamin S. Lambeth）は、「エア・パワー相対主義」

の立場から、湾岸戦争において、「斬首」と呼ばれるような「重心」に対する

攻撃は、多国籍軍の出撃の 10％未満であると同時に、「懲罰」は精密誘導兵

器の登場により時代遅れになったと主張した26。冷戦後期に最盛期を迎えた

「エア・パワー絶対主義」は、冷戦後、「エア・パワー相対主義」からの挑戦

を受けることになった。  

このように、これまでのエア・パワーにまつわる議論は、これら 2 つの潮

流を主流とし、「エア・パワーの用法はどちらであるべきか」といった二元論

的に展開されてきたと言える。そしてそれら 2 つのスクール間で論争的な対

話が行われるのは、冷戦後のペイプまで待たなければならなかった。 

 

２ エア・パワー研究の将来 

 前節では、これまでのエア・パワーにまつわる議論を概観してきた。本節

では、今日の軍事科学技術動向や現実世界におけるエア・パワーの実相を踏

まえ、今後、エア・パワー研究が明らかにすべき論点を明らかにする。 

（１）エア・パワーの定義 

 エア・パワーは概ね「ある目的を達成するために、空の利用を確保し、空

から地上、海上へパワーを行使する能力」と定義される。石津はエア・パワ

ー＝空軍という定義がある一方、統合運用が叫ばれる昨今、空軍のみならず、

海軍の対潜哨戒機、対戦ヘリコプター、陸軍の攻撃ヘリコプターなどの航空

戦力、さらにはエア・パワーを支える防衛産業技術基盤、政策なども含むべ

きであると主張し、前者を狭義のエア・パワー、後者を広義のエア・パワー

と定義する27。そして、しばしばエア・パワー＝空軍と誤解されてきたこと

を指摘する28。 

 こうしたエア・パワーの定義に対する「誤解」は、エア・パワーが主に空

軍種を中心に語られてきたことに由来すると考えられる。米空軍はエア・パ
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ワーを「空の支配と利用を通じ、空からパワーを投射する能力」と定義する

29。英空軍もほぼ同様に定義している30。そして、この定義は本節冒頭で述べ

た定義と酷似している。 

 そして、エア・パワーを狭く定義することは、次のような問題を孕む。そ

れは、空の利用を左右する地対空ミサイル（SAM: Surface to Air Missile）

や航空機を探知するためのレーダー、そしてそれらの運用を支える指揮統制

（C2: Command and Control）システムを含めることができないことである。

なるほど、米国において、SAM であるパトリオット（Patriot）は、米陸軍が

運用していることからも頷ける。他方で、マクシミリアン・ブレマー

（Maximilian K. Bremer）とケリー・グリエコ（Kelly A. Grieco）は、ロシ

アによるウクライナ侵略において、ウクライナ軍は短距離、中距離、長距離

の重層的な SAM の運用により、水平的、垂直的な防空網を構築し、ロシア

軍の空の利用を阻止していることを指摘し、相手の空の利用と作戦の自由を

阻止又は制限する「航空拒否（Air Denial）」の概念を提唱している31。この

ように SAM は、エア・パワーをめぐる実相に大きな影響を与える存在とな

り、研究においても注目されつつあるにも関わらず、現状、エア・パワーの

定義から除外されている32。 

また、空の利用や空からの戦力投射には直接的には寄与しないが、各国空

軍の主要な任務である航空輸送を担う輸送機や、空からの情報・監視・偵察

（ISR: Intelligence, Surveillance, Reconnaissance）を担う偵察機、早期警

戒機（AEW: Airborne Early Warning）、情報収集機などについても同様の

ことが言える。米国シンクタンク戦略予算評価センター（CSBA: Center for 

Strategic and Budgetary Assessments）のトーマス・マンケン（Thomas G. 

Mahnken）らが提唱する「探知による抑止（Deterrence by Detection）」は、

UAV により相手を監視し、その行動を広く公表することによって、侵略など

の機会主義的な行動を抑止することを主張する33。パワー（権力）を「A がさ

もなくばしなかったであろうことを、B にさせるとき、A は B に対してパワ

ー（権力）を持つ」とロバート・ダール（Robert A. Dahl）流に定義するな

らば34、「探知による抑止」は ISR による空からのパワー、すなわちエア・

パワーの行使と言えるのではないだろうか。 

 SAM や航空輸送、ISR などをエア・パワーの定義に含めるか否かについて

の議論は、あえてここでは避け、今後に譲ることとしたいが、今後もエア・

パワー研究が、エア・パワーを狭義に捉え続けるのであれば、空をめぐる戦
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いにまつわる現象を必ずしも正確に理解、説明することができないのではな

いだろうか。 

（２）防勢主義的なエア・パワー 

「エア・パワー絶対主義」にせよ「エア・パワー相対主義」にせよ、いず

れも空の利用とアクセスが確保されていることを大前提に、いかに空から戦

力を投射し、相手に意思を強要するかといった攻勢的な用法にのみ注目して

きたと言える。このことは、主に戦略空軍や外征軍を持つ米国において、エ

ア・パワー理論が発展してきていることに由来すると考えられる。エリノア・

スローン（Elinor C. Sloan）は、冷戦後のエア・パワー理論は米国が航空優

勢を獲得している、すなわち、米軍機やその戦力発揮基盤である航空基地に

対する脅威が不在であることを前提に議論されてきたと指摘する35。しかし、

これまでの議論の枠組みでは、相手の戦略爆撃から我の戦争遂行意思・能力

の破砕を防止することや、相手国の対艦・対地攻撃を阻止し、わが方の陸海

戦力の消耗を防ぐ防勢主義的、拒否的なエア・パワーの用法を説明すること

ができない36。具体的には、先に述べたロシアによるウクライナ侵略における

「航空拒否」もそうであるが、他にも、1940 年のバトル・オブ・ブリテン（The 

Battle of Britain）や 1973 年の第四次中東戦争の開戦へき頭における航空戦

も該当すると考えられる。バトル・オブ・ブリテンは、第二次世界大戦中、

フランスを軍門に下し、戦略爆撃により英国を手中に収めんとするドイツを、

英国が対空レーダーと戦闘機を活用した防空により、その意思を破砕した事

例であった37。また、第四次中東戦争開戦へき頭における航空戦は、CAS に

より、地上における数的劣勢を挽回しようとするイスラエルを、アラブ側が

重層的な地対空ミサイルと対空砲の配置によりイスラエル空軍に大打撃を与

えた事例であった38。すなわち、防勢主義的なエア・パワーの用法は、歴史（軍

事史）としての蓄積はあるものの、理論化には至っていないということが言

えよう。 

そして、今日、米国のライバルの防空網はさらに強固なものになりつつあ

ることに加え、ミサイルの高速化、長射程化により、航空基地や本土は聖域

（sanctuary）ではなくなりつつある。そのため、いかに米国といえども、航

空基地を戦力発揮基盤に空の利用を獲得し、それを前提として攻勢主義的な

エア・パワーを行使することは容易ではない。米国において、ゴールデン・

ドーム（Golden Dome for America）構想やポイント・ディフェンス（Point 

Defense）が近年脚光を浴びつつあるのはその証左である39。 
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 もちろん、エア・パワーの歴史を紐解けば、防勢主義的なエア・パワーが

勝利を収めた事例は僅かであることは認めざるを得ない。また、2025 年のい

わゆる「12 日間戦争」における、米国とイスラエルによるイラン核施設への

航空攻撃は、未だに攻勢主義的なエア・パワーが健在であることを伺わせる。

さらに、エア・パワーの新たなプレイヤーとしての UAV やドローンは、この

攻防バランスに何かしらの影響を与えるであろう。そうした意味で、防勢主

義的なエア・パワーの用法は、逸脱事例なのかもしれない。そして、ブレマ

ーやグリエコのように、エア・パワーの防勢主義的な側面に焦点を当てた研

究が存在しないわけではないが、防勢主義的な側面にのみ焦点を当てたとい

う点において、個別的であり、古今東西のエア・パワーを包括的に説明でき

るものではない。攻勢主義と防勢主義の軽重や扱い方に議論の余地は残るも

のの、これら 2 つを融合したエア・パワー理論の登場が望まれる。 

（３）エア・パワーの非軍事的な役割 

 既にみてきたように、これまでのエア・パワー理論は、「絶対主義」、「相対

主義」のいずれも、空を利用して、どのように、そして、どのような目標に

戦力投射するかという軍事的な側面にのみ注目してきた。他方、シー・パワ

ー論に目を向けると40、有名な論者であるケン・ブース（Ken Booth）は、海

軍の機能には、軍事的役割（military role）、警察的役割（policing role）、外

交的役割（diplomatic role）があると主張する41。軍事的役割は、①戦略核抑

止、②通常戦力による抑止と防衛、③拡大抑止と防衛、④国際秩序維持を指

し、警察的役割は、①主権の維持、資源の確保、秩序維持などの沿岸警備、

②国内の安定・発展に寄与する国家建設が含まれ、外交的役割には、①同盟

国、友好国間の認識の再確認、強化、シグナリングといった交渉、②交渉ポ

ジションの操作、③自国の安心供与、国家イメージの向上などの威信がある

42。しかしながら、エア・パワー論において、こうした軍事的な側面以外に焦

点を当てた議論は、現実の政策や実相が存在するにも関わらず、限られてい

る。 

 実際、航空自衛隊は 1954 年の設立以降、自衛隊法第 84 条に基づき、対領

空侵犯措置を行ってきた。具体的には、「わが国周辺を飛行する航空機を警戒

管制レーダーや早期警戒管制機などにより探知・識別し、領空侵犯のおそれ

のある航空機を発見した場合には、戦闘機などを緊急発進（スクランブル）

させ、その航空機の状況を確認し、必要に応じてその行動を監視している。

さらに、この航空機が実際に領空を侵犯した場合には、無線などにより退去
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の警告などを行っている」と説明されている43。対領空侵犯措置は、公共の秩

序を維持するための警察権の行使であるが44、それを行う能力を有するのは

自衛隊のみであることから、航空自衛隊が第一義的にその役割を担っている。 

 こうした活動は、航空自衛隊のみならず、北大西洋条約機構（NATO: North 

Atlantic Treaty Organization）においても行われてきた。NATO は、1961

年以来、エア・ポリーシング（Air Policing）の名の下で、空の安全を維持す

ることを目的として、空域侵害、不審な航空活動、国際的な航空安全規範に

従わない危険な航空交通などに迅速に対応するために、24 時間 365 日、戦闘

機とその乗組員を待機させてきた45。この任務は、NATO の統合防空ミサイ

ル防衛（IAMD: Integrated Air and Missile Defense）の枠組み内で実施さ

れる同盟の恒久的な平時の任務であるとされている46。こうしたエア・パワ

ーを活用した警察権の行使による空の治安維持は、歴史的な伝統を有するも

のの、これまでのエア・パワー研究は十分な注意を払ってこなかったと言え

る。 

 そして、近年、防衛省は加速化・複雑化する安全保障環境に対応するため、

同盟国・同志国との信頼を醸成しつつ、地域共通の安全保障上の課題に各国

が協調して取り組むことができるよう、ハイレベル交流や実務者交流、共同

訓練などの多層的・多角的な防衛協力・交流を行っている47。航空自衛隊も例

外ではなく、戦闘機による共同訓練は、米国のみならず、英国、フランス、

ドイツ、イタリア、スペインなど多岐にわたり48、同盟国・同志国間の連携強

化、相互運用能力の向上に一役買っている。こうした、エア・パワーによる

外交はもはや常態化しつつあり、エア・パワーの役割としても無視できない

ものになってきていると言える。エア・パワー研究がその意義について議論

すべき時が来ていると考えられる。 

（４）領域横断作戦時代におけるエア・パワー 

 2018 年 12 月 18 日に国家安全保障会議・閣議決定された「平成 31 年以降

に係る防衛計画の大綱（30 大綱）」は、陸・海・空という従来の物理的な領

域における対応を重視してきたこれまでの国家安全保障の在り方を根本から

変えるものとして、宇宙・サイバー・電磁波といった新たな領域の利用の急

速な拡大に言及している49。この考え方は、2022 年の「国家防衛戦略」にお

いても踏襲され、重視する 7 つの機能・能力の一つとして領域横断作戦能力

が掲げられ、「宇宙・サイバー・電磁波の領域及び陸・海・空の領域における

能力を有機的に融合し、相乗効果によって全体の能力を向上させる領域横断
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作戦能力により、個別の領域が劣勢である場合にもこれを克服し、我が国の

防衛を全うすることがますます重要になってくる」と謳っている50。 

 「エア・パワー絶対主義」こそエア・パワー単独で戦争に勝利できると主

張しているものの、「エア・パワー相対主義」は、対地・対艦攻撃による陸海

作戦の支援により、陸海領域の劣勢を克服させることも不可欠であるとして、

協同作戦や統合作戦もまた重要であると主張してきた。このことからも、エ

ア・パワーは必ずしも他領域との連携を軽視してきたとは言えない。一方、

近年、新たな領域として注目を集めている宇宙・サイバー・電磁波領域や認

知領域を含む情報戦と、空領域の主役であったエア・パワーとの連携に関す

る議論は、わずかである。とりわけ、湾岸戦争以降の近代化したエア・パワ

ーが、測位（GPS: Global Positioning System）、通信、気象、C2、情報シス

テム、電子戦など、宇宙・サイバー・電磁波領域からの受益者であることが

明白である一方、エア・パワーが、それら新たな領域にどのように貢献でき

るのかといった議論は、管見の限り見当たらない。 

 加えて、「エア・パワー絶対主義」が主張するように、空領域が今後も戦争

の帰趨を占う決定的（decisive）なものであり続けるのか、はたまた、宇宙・

サイバー・電磁波領域にとって代わられるものかといった点についても議論

の余地が残る。空領域は、第一次世界大戦において航空機が戦場に躍り出て

以来、今日までいわば「新たな領域」であり続けた。しかし、宇宙・サイバ

ー・電磁波領域の登場により、その地位を譲ることとなった。 

もちろん戦略研究が51、軍事利用の進んだ宇宙、サイバー、電子戦に関する

研究を取り扱ってこなかったわけではないし52、統合運用に関する研究も多

くみられるようになった53。しかし、それらは他領域から見たエア・パワーや

統合運用の中でのエア・パワーを取り扱っているにすぎない。空領域が相対

化されつつある中で、エア・パワー研究は自身を中心に据えながらも、蛸壺

化に陥ることなく、かつて、陸空・海空協同、すなわち、ランド・パワー、

シー・パワーとの協同を論じてきたように、スペース・パワーやサイバー・

パワー、「エレクトロニック・パワー」、「コグニティブ・パワー」との協同に

おけるエア・パワーの意義、役割について、再確認する必要があるだろう54。 

 

おわりに 

以上、これまでのエア・パワーにまつわる議論を概観し、その上で、昨今

のエア・パワーの実相を踏まえ、エア・パワー研究が今後明らかにすべき論
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点や向かうべき方向性を明らかにしてきた。これまでのエア・パワー研究は、

エア・パワー単独で戦争に勝利することができるとする「エア・パワー絶対

主義」と戦争の趨勢を決定するのはあくまで陸上、海上での戦闘であること

から、陸上・海上作戦を支援することも重要であるとする「エア・パワー相

対主義」の 2 つの潮流のなかで、「エア・パワーの用法はどちらであるべき

か」といった二元論的に展開されてきた。 

しかし、これまでのエア・パワー理論は、空軍やエア・アセット、とりわ

け攻撃機や爆撃機に焦点を当て、「どのような目標に、どのように戦力投射

するか」という点に終始し、攻勢主義的な側面にのみ注目してきた。その結

果、バトル・オブ・ブリテンや第四次中東戦争の開戦へき頭の航空戦、そし

て、ロシアによるウクライナ侵略における「航空拒否」といった防勢主義的

なエア・パワーの用法を説明することができない。また、対領空侵犯措置や

エア・ポリーシングといった空の警察活動やエア・アセットを利用した共同

訓練による同盟国・同志国との連携強化といったエア・パワーによる外交に

ついてもなおざりにしてきた。そして、新たな領域としての宇宙・サイバー・

電磁波領域が叫ばれて久しいが、それらとの連携の方向性も未だに不透明で

ある。 

これらの点については、重要な論点であるものの、紙面の関係上、詳述は

避けた。またの機会に稿を改めるとともに、今後の研究に期待するものであ

る。 
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